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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　各々第１の次元に沿った所定の変動を含む複数の特徴を有した所定の構造からなる構造
化光パターンを体積内に投影することであって、前記構造化光パターンの前記所定の構造
が前記第１の次元に延びるストライプを含み、前記所定の変動が追加の次元における強度
の周期を含み、前記周期内におけるストライプ群の各ストライプがそれぞれの強度で投影
され、前記所定の構造がさらに前記各ストライプに沿った強度変動を含むとともに異なる
ストライプのピーク強度が互いに異なる位置に存在し、前記構造化光パターンがさらに、
前記追加の次元にわたる追加の変動を含み、前記追加の変動も前記第１の次元に沿って変
化する、前記構造化光パターンを体積内に投影すること、
　前記体積内の１つ以上の物体で反射された光を検出することであって、検出光が、前記
構造化光パターンの前記所定の構造の前記複数の特徴のうち１つ以上の特徴を含む、前記
反射された光を検出すること、
　前記検出光における前記１つ以上の特徴を前記所定の構造と相関付けること、
　前記異なるストライプのピーク強度の位置に基づいて物体の深さ情報を決定すること、
を備える方法。
【請求項２】
　前記検出光における前記１つ以上の特徴の各々に関連付けられた物体の深さ情報を前記
相関付けに基づいて決定することは、
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　前記検出光における少なくとも１つの前記特徴を前記体積内に含まれる物体を含む検出
画像内の対応する位置と比較することにより、前記検出光における前記１つ以上の特徴に
関連付けられた物体の深さ情報を前記相関付けに基づいて取得することを含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記物体の深さ情報は、前記物体の３次元深さ情報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記構造化光パターンの前記所定の構造の前記１つ以上の特徴は強度レベルを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記所定の変動または前記追加の変動が周期的な強度変動である、請求項１に記載の方
法。
【請求項６】
　前記周期的な強度変動が、２値変動、３段階変動、４段階変動、５段階変動、６段階変
動、７段階変動、および８段階変動からなる群から選択される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記所定の変動は、前記第１の次元に沿って変化する均一ピーク強度の分布である、請
求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記検出光における前記１つ以上の特徴の各々に関連付けられた物体の深さ情報を前記
相関付けに基づいて決定することは、
　前記検出光における特徴と関連付けられた物体の深さ情報を、前記特徴の強度の値と、
前記特徴内における前記追加の変動のピーク強度との比に基づいて計算することを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記検出光における前記１つ以上の特徴の各々に関連付けられた物体の深さ情報を前記
相関付けに基づいて決定することは、
　前記強度の周期に対して前記ストライプ群の相対的指標を決定すること、
　前記相対的指標に基づいて前記物体の深さ情報を決定すること、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記検出光における前記１つ以上の特徴の各々に関連付けられた物体の深さ情報を前記
相関付けに基づいて決定することは、
　前記強度の周期に対して前記ストライプ群の相対的指標を決定すること、
　前記相対的指標と、異なるストライプのピーク強度の位置とに基づいて前記物体の深さ
情報を決定すること、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　方法であって、
　体積内に光パターンを投影することであって、前記光パターンは、第１の次元の周期的
な強度変動と、追加の次元に沿った均一ピーク強度の分布とを含み、前記追加の次元に沿
った前記分布も前記第１の次元によって変化する、前記光パターンを投影すること、
　前記光パターンを反射する前記体積内の位置を見出すこと、
　前記周期的な強度変動に従った前記位置における強度と、前記均一ピーク強度の分布に
従った前記位置における強度との比を決定すること、
　決定された前記比を用いて前記位置における深さを決定すること、
を備える方法。
【請求項１２】
　前記光パターンは前記追加の次元に延びるストライプを含む、請求項１１に記載の方法
。
【請求項１３】
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　前記周期的な強度変動は、ストライプ群の各ストライプを異なる強度で投影すること、
および少なくとも追加のストライプ群について異なる強度を繰り返すことを含む、請求項
１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記追加の次元に沿った前記均一ピーク強度の分布は、ピーク強度を有するストライプ
に沿ったガウス強度の変動を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記決定された比を用いて前記位置における深さを決定することは、
　前記周期的な強度変動に対する前記ストライプ群の相対的指標を、物体セグメント化を
用いて決定すること、
　１つ以上のストライプにおける前記相対的指標およびピーク強度の位置とともに前記決
定された比に基づいて、前記位置における深さを決定すること、を含む、請求項１３に記
載の方法。
【請求項１６】
　装置であって、
　或る方向に強度を変化させて変動強度の特徴を有する光ビームを生成するように構成さ
れた光源であって、前記光ビームは第１の次元に延びるストライプを含み、前記ストライ
プが前記光ビームの方向に直交する追加の次元における強度の周期を有する、前記光源と
、
　前記光ビームの方向と直交する方向に強度特性を適用して、第１の次元における周期的
な強度変動を有するとともに、前記光ビームの方向と直交する前記追加の次元に沿った均
一ピーク強度の分布を有する光パターンを生成するように構成された光学素子であって、
前記追加の次元に沿った前記分布も前記第１の次元で変化する、前記光学素子と、を備え
た装置。
【請求項１７】
　前記光学素子によって適用された前記強度特性を有する前記光ビームに追加の強度特性
を適用するように構成された追加の光学素子をさらに備え、前記追加の強度特性は、グリ
ッド配列で適用され、前記追加の光学素子は、前記追加の強度特性が各特徴における異な
る位置に生じるように前記方向に対してオフセットされている、請求項１６に記載の装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して深さマッピングに関し、特に、体積内への光学投影を使用した深さマ
ッピングにより、３次元における物体の検出および追跡を可能にする方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザが特定の装置を遠隔制御することが可能となる種々の方法が存在する。例えば、
ユーザの身体部分（例えば、腕、脚）の所定のジェスチャまたは姿勢により装置を制御す
ることができる。装置を制御するためにジェスチャまたは姿勢を用いる方法では、ユーザ
の身体部分が特定の位置に一致するときジェスチャが識別され、コンピュータまたは他の
装置が機能を実行するか、または識別されたジェスチャに対応する動作を実行する。
【０００３】
　いくつかの実施形態では、ユーザによるジェスチャは、画像撮像装置によってユーザの
画像または動画を撮像し、その画像または動画のデータの複数の画素を解析することによ
って識別される。従来のジェスチャ検出方法は、画素の色の値をその画素に近接する他の
画素の色の値と比較することによって、画像内の画素を解析する。したがって、これらの
従来の方法は、ユーザの身体部分と画像の背景内の物体との間において色の値に大きな差
があることに依存している。
【０００４】
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　ジェスチャ検出のための他の方法は、ユーザの１つ以上の身体部分の骨格モデル（例え
ば、ユーザの手の３次元モデル）を形成し、その骨格モデルを解析することでユーザによ
るジェスチャを識別する。あるいは、ジェスチャ検出のための代替方法は、各画素が深さ
カメラから画素に対応する物体の部分までの距離を含む３次元深さマップを使用する。深
さマップは、種々の方法を使用して計算することができる。例えば、風景の深さマッピン
グは、既知の光パターン（すなわち、構造化光パターン）を風景に投影することによって
行われ、画像撮像装置は、既知の光パターンが風景に投影されたときの風景の画像を撮像
する。光パターンは一定であり予め分かっているので、光パターンの下位部分または固有
の特徴を識別することができる。風景の部分と画像撮像装置との間の距離（すなわち、風
景の部分の「深さ」）は、画像撮像装置によって撮像された画像内の光パターンの識別さ
れた特徴のずれに基づいて計算される。しかしながら、風景に投影された光パターンの画
像を撮像する場合には、既知の光パターンの特徴と相関付けし得る撮像画像内の光パター
ンの特徴を識別するために、より多くの量の撮像画像を解析する必要がある。加えて、既
知の光パターンを投影するプロジェクタと画像撮像装置との間の分離が比較的大きい場合
には、風景内における物体の深さずれに関して既知の光パターンの画像のより大きなずれ
を生成することによって、より高い分解能での深さ検出を提供する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、深さマップを決定するこれらの従来の方法は計算コストが高く、また、
特定の物体の正確な決定を可能にする結果を生成しない。例えば、従来の深さマッピング
方法は、密接に関連するジェスチャまたは姿勢を区別するための指または身体部分の正確
な検出を可能としない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　光パターンが体積内に投影されることによって、体積内の深さをマッピングするために
使用される識別可能な強度変動がもたらされる。いくつかの実施形態では、光パターンの
２つ以上の変動が少なくとも１つの次元内に投影される。例えば、垂直軸内に光パターン
の２つの強度変動が投影される。互いに異なる変動を測定することにより、体積の異なる
位置での深さ情報を決定することが可能となる。また、光パターンの異なる変動を利用す
ることにより、パターンの相対的および絶対的な指標化を行うことが可能となる。
【０００７】
　例えば、パターンは光の複数のストライプすなわち複数のラインを含み、異なるストラ
イプは、体積内に投影された際に固有の強度に基づく特徴を有する。異なる強度に基づく
特徴からパターン内の各ストライプを一意に識別可能となることで、識別されたストライ
プ内のずれから、体積内の個々の位置の三角測量が可能となる。これにより、ジェスチャ
または姿勢を識別可能とする領域の深さマップを生成することが可能となる。
【０００８】
　いくつかの実施形態では、体積内に構造化光パターンを投影することによって、体積内
の物体が３次元にマッピングされる。構造化光パターンは、複数の特徴を有し所定の構造
を有する光パターンである。例えば、構造化光パターンは、各特徴が所定の変動を有する
ように或る次元に延びる縞模様を含む。例えば、特徴は、強度レベルである。いくつかの
実施形態では、構造化光パターンは、複数の回折素子を用いて形成される。また、構造化
光パターンは、一つの次元に沿った変動と、別の次元に沿った追加の変動とを有し得る。
いくつかの実施形態では、追加変動は、その次元に沿って変化する。例えば、追加変動の
変化は、周期的な強度変動であり、この周期的な強度変動は、２値変動、３段階変動、４
段階変動、５段階変動、６段階変動、７段階変動、および８段階変動のうちの１つ以上で
あり得る。あるいは、追加変動は、その次元に沿って変化する均一ピーク強度の分布であ
る。一実施形態では、変動は次元内での強度の周期であり、この場合、構造化光パターン
はそれぞれの強度で投影される周期内の一群のストライプである。いくつかの実施形態で
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は、周期的変動に対するストライプの相対的指標を確立することができる。追加変動は、
ストライプに沿った強度変動を含み得る。これにより、異なるストライプの各ピーク強度
の位置はその群の異なるストライプ毎に異なり、いくつかの実施形態では、各ピーク強度
の位置を用いて体積内の物体の深さ情報を取得することができる。いくつかの実施形態で
は、光ビームが光学素子および追加の素子を介して投影されることにより構造化光パター
ンが生成され、この場合、光学素子は、他の次元に沿ったストライプ群を規定し、追加の
光学素子は、各ストライプについてそれぞれ異なるピーク強度の位置を与えるように他の
次元に対して軸オフセットを有するグリッド内の追加変動を特定する。
【０００９】
　体積内の１つ以上の物体によって反射された光は、１つ以上の特徴を含む状態で検出さ
れる。このため、検出光は、構造化光パターンの１つ以上の変動を含む。検出光における
構造化光パターンの変動は、その構造化光パターンの所定の構造と相関付けされる。この
相関付けは、検出光における構造化光パターンの変動を指標化して、その検出光における
構造化光パターンの変動に関連付けられた物体の深さを決定するために使用される。例え
ば、検出光における構造化光パターンの変動が、体積内の物体を含む検出画像内の物体に
ついての対応する位置と比較されることによって、構造化光パターンの変動に関連付けら
れた物体の深さ情報が取得されるとともに、その検出光における構造化光パターンの他の
変動に関連付けられた物体の深さ情報が得られる。いくつかの実施形態では、構造化光パ
ターンの特徴は、その構造化光パターンに従って直交に指標化される。
【００１０】
　体積内の物体の深さ情報は、体積内の種々の物体の３次元深さマッピングをもたらすよ
うに使用され得る。構造化光パターンが或る変動とともに追加の変動を有する実施形態で
は、物体の深さ情報は、変動に基づく構造化光パターンの局所的な強度値と、追加の変動
の局所的な測定ピーク強度との比に基づき、体積内の深さを計算することによって決定さ
れる。構造化光パターンが、或る次元に沿った変動とともに別の次元に沿った追加の変動
を有する場合は、変動および追加の変動を用いて、体積内の１つ以上の物体に関する深さ
情報を決定することができる。
【００１１】
　他の実施形態では、或る次元における変動と追加の次元における追加の変動とを有する
光パターンが体積内に投影される。例えば、変動は周期的な強度変動であり、追加の変動
は、次元によって変化する追加の次元に沿った均一ピーク強度の分布である。いくつかの
実施形態では、光パターンは次元に延在するストライプを含む。次元内における変動は、
パターン内の異なるストライプを異なる強度で投影して、少なくとも追加のストライプ群
について異なる強度を繰り返す。また、追加の変動は、強度ピークを形成するパターン内
のストライプに沿ったガウス変動であってもよい。いくつかの実施形態では、周期的変動
に対するストライプの相対的指標を決定するために物体のセグメント化を使用することが
できる。追加の次元に対してオフセットされた軸を有するグリッド内の第２の変動を規定
する光学素子によりストライプを投影して追加の変動を生じさせることにより、異なるス
トライプにそれぞれ異なるピーク強度の位置がもたらされる。いくつかの実施形態では、
追加の光学素子を介して光を投影することにより、光パターン内のストライプを形成する
ことができる。
【００１２】
　光パターンを反射する体積内の少なくとも１つの位置が見出され、その位置において、
変動に応じた強度と追加の変動に応じた強度との比が決定される。そして、決定された比
に基づいて、その位置における深さが決定される。いくつかの実施形態では、周期的変動
に対する光パターン内のストライプの相対的指標が、体積内の物体をセグメント化するこ
とによって得られる。相対的指標に基づくそれぞれのピークの位置を用いることにより、
体積内の物体の深さ情報を識別する深さマップを確立することができる。
【００１３】
　体積内に光パターンを投影するために、光源は、或る方向に変動強度を有する光ビーム
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を生成するように構成されている。光ビームは、光源から光学素子に向けて投影される。
この光学素子は、光ビームの強度が変化する方向と直交する追加の方向において光ビーム
に強度特性を適用するように構成され、これにより、光学素子から出力された光が様々な
強度特性を有するようになる。いくつかの実施形態では、追加の光学素子は、光学素子に
よって適用された強度特性を有する光ビームに追加の強度特性を適用するように構成され
ている。例えば、追加の光学素子は、グリッド配列で追加の強度特性を適用する。追加の
光学素子は方向に対してオフセットされているので、追加の強度特性は光パターンの異な
る部分の異なる位置に存在する。いくつかの実施形態では、光パターンは複数のストライ
プを含み、各ストライプ内の異なる位置に追加の強度特性を有する。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、プロジェクタは、体積内に光パターンを投影するように構成
されている。光パターンは、或る次元に沿った周期的な強度変動と、追加の次元における
追加の変動とを含む。追加の次元における追加の変動は、均一輝度のピーク強度分布を含
む。コリメータは、投影された光ビームをコリメートするように構成されている。また、
検出器は、光パターンの画像を取得するように構成され、深さ演算器は、光パターン内の
位置における深さを計算するように構成されている。ここで、光パターン内の位置におけ
る深さは、周期的な強度変動によるその位置における光パターンの強度と、均一輝度のピ
ーク強度分布に基づくその位置における光パターンのピーク強度との比に基づいて決定さ
れる。
【００１５】
　プロジェクタは、第１の方向における平行ストライプを光源ビームに重ね合わせるよう
に構成された光学素子と、その方向に対してオフセットされ、平行ストライプに重ね合わ
せるべき表記を生成するように構成された追加の光学素子とを含み得る。平行ストライプ
に重ね合わせるべきこの表記はグリッド配列で提供される。方向に対して追加の光学素子
をオフセットすることにより、各ストライプ内の異なる位置に表記が生成される。複数の
光源は、その方向と直交する方向に強度が変化するように電源が供給された状態で、光学
素子および追加の光学素子を介して体積内に投影するための光源ビームを生成するように
構成されている。
【００１６】
　他の実施形態では、体積の深さ情報を決定するための装置は、体積内に投影するための
特徴化光のパターンを生成するように構成された光源を含む。光学素子は、体積内に投影
された光の各特徴にシグネチャを適用するように構成されている。いくつかの実施形態で
は、各特徴に対して固有のシグネチャが適用される。別の例では、シグネチャは、特徴群
にわたって適用される少なくとも１つの周期的変動である。また、シグネチャは、特徴群
にわたって適用される周期的変動および追加の周期的変動を含むものでもよい。いくつか
の実施形態では、周期的変動および追加の周期的変動は異なる位相を有していてもよい。
また、カメラは体積からの光を検出するように構成されている。プロセッサは、カメラに
接続されるとともに、カメラによって検出された光から識別された特徴の位置を用いて、
体積内の深さ情報を計算するように構成されている。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】一実施形態によるスクリーンに示されたソフトキーボードを含むコンピュータ
インターフェースにテキストを入力するためのハンドジェスチャの利用を示す簡易概念図
。
【図１Ｂ】一実施形態による仮想現実システムを示す図。
【図１Ｃ】一実施形態による仮想現実装置を示す図。
【図２】一実施形態による検出装置を示す簡易ブロック図。
【図３】一実施形態による識別された光パターンの検出角から深さ情報への変換を示す簡
易ライン図。
【図４】一実施形態による体積内に伝播され受信機に向けて物体で反射された光を示す簡
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易ブロック図。
【図５Ａ】一実施形態による２値光パターンを示す図。
【図５Ｂ】一実施形態による光特徴の種々の例を示す図。
【図５Ｃ】一実施形態による光のストライプを含む光パターン内に組み込まれるシグネチ
ャの種々の例を示す図。
【図５Ｄ】一実施形態によるシグネチャを与えるために強度を用いた光パターンによる手
の照明を示す簡易図。
【図６Ａ】一実施形態による周期的に方向を変化させる特徴強度を用いた手の照明を示す
図。
【図６Ｂ】一実施形態による図６Ａの方向の変化の詳細を示す図。
【図７】一実施形態による体積内の深さを計算する方法を示すフローチャート。
【図８】一実施形態による光パターンを生成する方法を示すフローチャート。
【図９】一実施形態による光パターンから３次元深さマップを得る方法を示すフローチャ
ート。
【図１０】一実施形態による光パターンを生成するための光学構成要素の例示的な配置を
示す図。
【図１１】一実施形態による光パターンを生成するための光学構成要素の別の配置例を示
す図。
【図１２】一実施形態による光パターンのストライプの特徴に加えられる例示的な表記の
概念図。
【図１３】一実施形態による光パターンのストライプにシグネチャを与えるための表記の
使用を示す概念図。
【図１４Ａ】一実施形態による光パターンのストライプ上における一連の表記についての
例示的な強度図。
【図１４Ｂ】一実施形態による追加の深さ情報を得るための検出器の移動を示す概念図。
【図１５】一実施形態による光パターンのストライプ上における一連の不規則な離間表記
についての概念図。
【図１６】一実施形態による光パターンの隣接ストライプの輝度レベルを変化させるため
の概念図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図面は例示のみを目的として種々の実施形態を示しており、当業者は、本明細書に記載
される原理から逸脱することなく本明細書に例示される構造および方法の代替の実施形態
を使用し得ることを以下の説明から容易に認識し得る。
【００１９】
　種々の実施形態は、体積内への光学投影を使用して体積の深さマッピングを行うことを
可能とし、ユーザの骨格モデルの生成や、デバイス（例えば、コンピュータ、仮想現実シ
ステムなど）を制御するためのユーザインターフェースの実現を可能にする。パターン化
された光は、体積内に投影され、物体または物体の動きを識別して姿勢またはジェスチャ
の識別を可能にする体積の深さマップを取得するために使用される。開示された実施形態
は、身体または物体の動きまたはジェスチャを追跡する任意のデバイスによって使用する
ことができる。
【００２０】
　光パターンは「構造化光」とも呼ばれ、体積内に投影される。カメラまたは他の検出器
は、深さによって引き起こされるずれや他の歪みを含む元の構造化光の歪みを含んだ体積
からの光を検出する。ずれまたは他の歪みは、取り込まれた構造化光の歪みを元の構造化
光と比較することによって、あるいは構造化光の一部を識別することによって識別され、
体積の深さマップを生成するために使用される。このように、構造化光の歪みを構造化光
と相関付けることによって深さマップを得ることができる。構造化光に含まれる特徴は、
取り込まれた構造化光の歪みと構造化光との相関付けに役立つように個別化することで、
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一連の調整された特徴によって、取り込まれた構造化光の歪みと構造化光との相関付けを
決定することが可能となる。構造化光の歪みを構造化光と相関付けることによって得られ
た深さマップによって、体積内の物体について深さを決定することが可能となる。種々の
実施形態では、構造化光の歪みと構造化光との相関付けは、構造化光の全体、構造化光の
個々の特徴、または種々の実施形態では構造化光の個々の特徴および一部分に基づく。
【００２１】
　一実施形態では、構造化光（または「光パターン」）が直交方向に１つ以上の異なる変
動を含むことにより、深さマッピングのための構造化光の特定の特徴をより正確に識別す
ることが可能となる。この変動は強度変動とすることができ、これにより、構造化光の特
徴の異なる部分に固有のシグネチャを与えることができる。あるいは、変動は異なる位相
を有する異なる変動による周期的なものとすることができ、これにより、固有の特徴を識
別するために使用される演算リソースを減少して固有の特徴を識別することが可能となる
。２つ以上の変動が構造化光に含まれる場合、異なる変動を互いに測定して、異なる位置
に深さを与えることができる。
【００２２】
　例えば、構造化光の特徴は一次元におけるストライプである。一意のシグネチャまたは
周期的に一意のシグネチャが、垂直軸に沿う等のようにして、或る次元での各ストライプ
に適用される。元の構造化光における対応するストライプの位置に対する、取り込まれた
構造化光の歪みにおける各ストライプのずれに基づいて、深さマップを決定することがで
きる。いくつかの実施形態では、深さマップを決定する際に、ストライプの強度とストラ
イプのピーク強度との比も使用することができる。ストライプのずれを決定するために、
構造化光の異なるストライプが、それら異なるストライプに適用されるシグネチャに基づ
いて個別に識別される。例えば、各ストライプは、各ストライプに適用されるシグネチャ
に基づいて識別される。例えば、シグネチャがストライプに沿った強度変動である場合、
各ストライプは、弱い強度から、中程度の強度、強い強度まで、異なる強度を有すること
ができ、例えば、検出されたストライプは、弱い強度、強い強度、中程度の強度をこの順
に含み、構造化光の特定の位置が、弱い強度、強い強度、中程度の強度の順を有するスト
リップを含むことで、検出されたストライプの指標化が可能となる。しかしながら、他の
実施形態では、任意の適切な特徴が構造化光に含まれてもよい。例えば、別の実施形態で
は、構造化光は、異なる強度を有する正方形を含む。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、構造化光の２つの強度変動が使用される。２つの強度変動は
、例えば、電子および光学構成要素をより効率的に使用するために個々の画素に対して設
定され得る利用可能なグレーレベルに基づいた周期的なものであってもよい。２つの周期
的変動の位相がずれている場合、それら変動の比較的大きな全体周期が提供されてもよい
。従って、構造化光の少なくとも２つの変動は、構造化光の絶対的な指標化を可能にする
。例えば、構造化光（または「光パターン」）は平行ストライプを含む。この平行ストラ
イプは、或る方向に沿って（例えば、ストライプの向きに直交する方向に）ベース強度が
周期的に変化し得る。また、各ストライプは、ストリップが向く方向に沿った表記を含む
ことができる。この表記は、個々のストライプまたはストライプの集合を識別し指標化す
ることが可能となるように、異なるストライプ上に異なる方法で配置される。いくつかの
実施形態では、表記は、一定に維持されるピーク強度を有する。異なるストライプ上の異
なる強度および異なる表記の分布により、個々のストライプの識別、およびストリップの
個々のセクタの識別が可能となり、深さマッピング精度が改善される。いくつかの実施形
態では、表記はガウス輝度分布から構築される。光源と検出器との間の距離が増加するに
つれて強度が低下するように見えるが、ストライプの検出強度が減少することで深さが示
される。しかしながら、絶対輝度も光が反射された面に依存するため、追加の情報なしに
正確に深さを決定することができない。しかしながら、ストライプのベース強度とストラ
イプのピーク強度との比によって、特に、セグメント化または三角測量結果と組み合わせ
ることで、より正確な深さ計算を行うことが可能となる。
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【００２４】
　１つ以上の特定の強度変動を有する光パターンが投射され、各強度変動は距離に応じた
固有の強度変化関数を有する。例えば、光パターンは、ガウス距離を有するストライプに
沿った強度を有する連続的なストライプを含む。ストライプの強度は、光パターンの光源
との距離が増加するにつれて（例えば、光パターンの光源が水平に配向されてい場合、光
パターンの光源までの水平距離が増加するにつれて）直線的に低下するが、検出器によっ
て取得されるときのストライプのピーク強度は一定のままである。従って、ストライプの
ピーク強度をストライプの強度と比較することによって、光パターンを検出器（例えば、
カメラ）に反射する物体までの距離を抽出することができる。
【００２５】
　距離に応じて光パターン強度を変化させる複数の強度関数は、距離に応じて異なる伝播
を行い、異なる範囲において異なる強度比を生成する複数の位相関数を生成することによ
って提供されてもよい。例えば、強度関数は入力光からストライプの特徴を生成し、追加
の強度関数はストライプに沿った強度のガウス分布を生成する。一般に、物体での反射光
の強度は、反射光が球状に広がって検出器に戻されるため、物体と検出器との間の距離の
２乗に反比例する（すなわち、物体とセンサとの間の距離をｚとすると、１／ｚ２となる
）。ストライプは単一の軸に沿ってコリメートされ、検出器の各画素の物理的範囲は角度
付けされるため、コリメートされたストライプは検出器のより少ない画素によって撮像さ
れ、ストライプの強度が増加する。従って、ストライプを反射する物体と検出器との間の
距離をｚとすると、ストライプの強度は、ｚ／ｚ２すなわち１／ｚだけ減少する。
【００２６】
　回折光学素子を使用して、光パターン内のストライプに沿った強度を変化させる追加の
強度関数を個別の位相関数を使用して生成することにより、ストライプに沿った強度を、
放射状にコリメートされたガウス分布とすることができる。このため、ガウス強度分布を
サンプリングする検出器内の画素は、検出器に平行かつ垂直な軸に沿って（例えば、検出
器が水平に配向されている場合、水平軸と垂直軸の両方に沿って）低減され、その結果、
ｚ２／ｚ２（ｚはストライプを反射する物体までの距離）のストライプの位置におけるピ
ーク強度は一定となる。ストライプのピーク強度とストライプの輝度との比は、ストライ
プの強度が１／ｚに基づいて変化するため、ストライプを反射する物体と検出器との間の
距離が変化するに伴って変化するが、ピーク強度は一定のままである。ストライプを反射
する物体の反射面の性質は、ストライプの強度とストライプのピーク強度との両方に等し
く影響を及ぼすので、絶対強度とは異なり、比は実質的に影響を受けない。
【００２７】
　図面を参照すると、図１Ａは、コンピュータユーザ１が手２によるジェスチャを行うこ
とで、スクリーン６に提示されたソフトキーボード４上をタイプするための概念図である
。ジェスチャを検出するために、構造化光（「光パターン」とも呼ばれる）が手２に投影
されることで、手２で反射された光が検出される。検出された構造化光を三角測量するこ
とにより、手２を含む体積の深さマップを生成することができる。図１Ｂは、仮想現実シ
ステムのユーザ８の概念図である。図１Ｂの例では、ユーザは仮想現実眼鏡を着用して、
空中での手１０のジェスチャにより仮想現実システムを制御する。図１Ｃは、図１Ｂに関
連して上述したような仮想現実システムで使用するヘッドマウント装置２００を示す。装
置２００は、ヘッドバンド２３０を使用してユーザの頭に取り付けられ、ユーザの目に画
像を投影する。
【００２８】
　図２は、体積内の構造化光を検出可能な仮想現実装置の実施形態のブロック図である。
仮想現実装置は、図１Ｂおよび図１Ｃに関して説明した仮想現実システムなどのような仮
想現実システム内のユーザに仮想現実表示を提示することができる。仮想現実装置におい
て、ブロック４００は、照明器４４２を用いてＩＲ光ビームを提供する。照明器４４２か
らの光はＩＲカメラ４０６によって検出され、検出光はプリプロセッサ４０４によって処
理される。また、ブロック４１０は、可視光カメラ４１２によって検出された可視光を提
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供する。プロセッサ４１４は、可視光カメラ４１２によって撮像された可視光を処理する
とともにプリプロセッサ４０４からの情報も処理し、これによりプロセッサ４１４は、プ
リプロセッサ４０４による処理後にＩＲカメラ４０６からの検出光をさらに処理する。ま
た、プロセッサ４１４は、種々の機能を提供するためにメモリに記憶された命令４１６を
実行する。また、仮想現実装置は、仮想現実表示をユーザに提示するように構成されたニ
アアイディスプレイ４２０を含む。
【００２９】
　図３は、図３においてレーザ３００として示される光源を示す。この光源は、体積３０
５内に光パターンを投影する。レーザ３００からの光は、図３の例では、深さＺ１、深さ
Ｚ２、深さＺ３として示される体積３０５内の異なる深さにおいて物体で反射される。カ
メラ３１０または他の画像撮像装置は、物体で反射された光パターンの光を検出する。深
さＺ１および深さＺ２から同じ角度でカメラ３１０に到達する光の差は、光パターンの異
なる部分である。このように、パターンの一部を検出することにより、パターンの一部を
構成する光を反射した物体の深さを検出することが可能となる。
【００３０】
　図４は、送信機１１および受信機１２のブロック図である。種々の実施形態において、
送信機１１はレーザ光源１３であり、その後段に１つ以上の光学素子１４．１，１４．２
が位置している。光学素子１４．１，１４．２は、レーザ光源１３によって伝播された光
から光パターンを形成する。送信機１１は、得られた光パターンを体積１５内に放出し、
その光パターンは物体１６などの体積１５内の種々の物体によって反射される。反射光は
、受信器１２によって検出される。受信器１２は、電荷結合素子（ＣＣＤ）、相補型金属
酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）検出器、または他の適切なタイプの検出器とすることができる
。一実施形態によれば、検出された光パターンの一部が検出され、光パターンが解析され
ることによりそれらが関心物体からのものであるか否かが判定される。例えば、光パター
ンの一部を反射する物体が関心物体であるか否かを判定するためにセグメント化処理が使
用される。例えば、関心物体はコマンドジェスチャが識別される実施形態では人体の一部
であるが、種々の実施形態では任意のものを関心物体とすることができる。しかしながら
、他の実施形態では、関心物体が光パターンの一部を反射するか否かを判定するために、
検出された光パターンが解析されない。反射光パターンの異なる部分が解析されることに
よりそれらが反射された深さが決定される（例えば、反射光パターンの異なる部分を反射
する体積内の物体の深さが決定される）。反射光パターンの異なる部分から決定された異
なる深さに基づいて、後述するように、体積１５内の種々の物体の深さ情報を含む深さマ
ップが生成される。
【００３１】
　図５Ａは、人体を検出するために使用される２値光パターン（「構造化光」とも呼ばれ
る）の一例である。図５Ａの例では、２値光パターンは複数のストライプを含み、この２
値光パターンは異なるストライプにシグネチャを追加することによって強調される。例え
ば、ストライプに追加されるシグネチャは、図５Ｂに示される特徴のうちの１つ以上であ
る。一実施形態では、２値光パターンの異なるストライプは、異なるパターン（ａ）に配
列された異なる強度を有する。例えば、互いに異なる強度を有した異なるストライプのパ
ターンによって２値光パターンが構成される。他の実施形態では、四角形（ｂ）、三角形
（ｃ）、（ｄ）、または他の形状を異なるストライプに重ね合わせることができる。スト
ライプ上に重ねられた異なる形状は、異なる三角形（ｃ）、（ｄ）によって示されるよう
に強度または他の特性の内部変動を含み得る。シグネチャを規則的なパターン（ｅ）内の
ストライプに加えることが可能であり、または規則的または不規則的な強度変動（ｆ）に
加えてストライプにシグネチャを加えることが可能である。ストライプ（ｇ）の長さに沿
った不規則的な強度変動が、ストライプにシグネチャとして加えられてもよい。いくつか
の実施形態では、図５Ｂに示されるシグネチャの任意の組み合わせを異なるストライプに
加えることにより、異なるストライプを互いに区別することが可能となる。
【００３２】
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　シグネチャまたは特徴は、均一強度を有してもよいし、またはストライプの異なる部分
において強度変動を有していてもよい。例えば、２値光パターンの異なる位置の特徴は、
異なる均一強度を有していてもよいし、または異なる強度変動を有していてもよい。図５
Ｃは、ストライプの幅にわたる正方形の強度変動、ストライプの幅にわたるガウス強度の
変動、およびストライプの幅にわたる不規則的な強度変動の例を示す。
【００３３】
　図５Ｄは、異なる強度を有する複数のストライプを含む光パターンを手に投影した例で
ある。異なる強度は、パターン内の参照を提供する。図６Ａは、図５Ｄに示された例とは
異なるストライプ間の強度の別の変動を有する光パターンの別の例を示す。また、図６Ｂ
は、光パターンにおけるストライプの幅にわたる強度の別の変動を示す。
【００３４】
　図７は、体積内の深さを計算する方法の一実施形態のフローチャートである。他の実施
形態では、この方法は、図７に関して説明するものとは異なるまたは追加のステップを含
んでもよい。また、いくつかの実施形態では、本方法のステップは、図７に関して説明す
る順序とは異なる順序で実行されてもよい。
【００３５】
　最初に、光が体積内に投影される（２１）。一実施形態では、投射光は、或る方向にお
いて互いに平行な複数のストライプを有する光パターンを含み、異なるストライプは異な
る強度または異なる輝度を有する。異なるストライプの強度または輝度は、図５Ｂに関連
して上述したように、ストライプが互いに平行となる方向と直交する方向に沿って繰り返
される周期に従って変化し得る。しかしながら、他の実施形態では、投影光の光パターン
は、投影光の光パターンに含まれ得る任意の適切な１つまたは複数の特徴を含む。追加的
または代替的に、図５Ｂおよび図５Ｃにおいて上述したように、各ストライプは、ストラ
イプが互いに平行となる方向と直交する方向においてストライプの幅にわたるガウス強度
分布を含んでもよいし、あるいはストライプが互いに平行となる方向と直交する方向にお
いてストライプにわたる他の強度変動を含んでもよい。ストライプが互いに平行となる方
向と直交する方向における強度変動は、本明細書では「シグネチャ」または「表記」と呼
ばれる。異なるストライプの異なる強度は個々のストライプの識別を可能とし、異なるス
トライプ上に含まれる表記は、個々のストライプを識別する追加の方法を提供する（逆も
同様である）。異なるストライプ上における表記またはシグネチャの変化は周期的でなく
、異なるストライプの強度の変動とは異なる周期に従うので、ストライプの強度とストラ
イプ上の表記との組み合わせにより個々のストライプの識別が可能となる。いくつかの実
施形態では、異なるストライプ上の表記は周期的であってもよく、この場合、表記は各ス
トライプ上で異なって見える。
【００３６】
　カメラまたは他の画像撮像装置は、体積内の物体によって反射された光パターンから光
を取得する（２２）。光パターンからのストライプが関心物体に投影されると、関心物体
のエッジは、図５Ｄに示されるように、ストライプ内の不連続によって示される。従って
、体積の撮像画像をセグメント化することにより、体積内の物体の迅速な識別、および体
積内の手や指などの関心物体の選択が可能となる。また、セグメント化により、ストライ
プの相対的指標化を行うことが可能となる。体積の撮像画像をセグメント化することによ
り背景物体を除去し、これにより、背景物体ではなく関心物体の深さ情報が決定される。
【００３７】
　光パターンの特徴、関心物体にわたって出現する光パターンのストライプ、および光パ
ターンの特徴の絶対的指標を使用して、カメラによって取得された光（２２）の光パター
ンの種々の特徴（例えば、各特徴）の深さを分析する（２４）。最初は、光パターンのス
トライプの指標は相対的であり、体積に対する深さ情報ではなく関心物体内の深さを識別
する。しかしながら、特定のストライプ上の表記のパターンが参照パターンと比較される
ことで、表記に基づいて異なるストライプが識別される。表記、ストライプの強度、また
は表記とストライプの強度との組み合わせに基づいて、絶対的指標を提供することができ
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る。その絶対的指標から、以下にさらに説明するように、体積内の関心物体の深さが計算
される（２８）。
【００３８】
　図８は、体積内に投影された光パターンを生成する方法のフローチャートである。いく
つかの実施形態では、この方法は、図８に関して説明するものとは異なるまたは追加のス
テップを含む。また、いくつかの実施形態では、本方法のステップは、図８に関して説明
する順序とは異なる順序で実行される。
【００３９】
　最初に、レーザなどの光源から光ビームが得られる（３０）。いくつかの実施形態では
、光源は半導体レーザのアレイ、例えば垂直共振器面発光レーザ（ＶＣＳＥＬ）アレイで
ある。アレイ内のレーザは、個々にまたは行内で動作可能であり、アレイの行間の周期的
な変動を提供するために、アレイの異なる行におけるレーザの強度を変化させることによ
って、或る次元における光ビームの強度を変化させることができる（３２）。
【００４０】
　追加の次元に沿って光ビームに対する追加の変動がもたらされる（３４）。この追加変
動は強度の変動とすることができる。例えば、追加変動は、追加の次元に沿ったガウス強
度ピークなどの一連の表記である。ガウス強度の分布は次元に沿って変化し得る。例えば
、強度ピーク間の間隔は、光ビーム源からの距離が増加するにつれて増加または減少し得
るものであり、ガウス間隔は不規則であってもよいし、または図２に関連して上述したよ
うに、表記の位置がずれていてもよい。いくつかの実施形態では、光パターンの異なるス
トライプまたは他の部分に含まれる表記に基づいて、光ビームから生成された光パターン
の個々のストライプまたは他の部分を識別するために、予め記憶されたパターンが使用さ
れる。次元に沿って光の強度を変化させ（３２）、光に追加の変動をもたらす（３４）こ
とによって生成された光パターンは、体積に投影される（３６）。
【００４１】
　一実施形態では、追加の次元に沿ってガウス強度を変動させる光学構成要素は、規則的
な形状を有するが、次元に対してオフセットされた角度を有するため、各ストライプは互
いにわずかにオフセットされたガウス強度の変動を有する。しかしながら、他の実施形態
では、異なるストライプ内で互いにガウス強度の変動をずらして、各ストライプを個々に
識別可能とするために、任意の適切な構成を使用することができる。
【００４２】
　種々の実施形態では、光ビームの強度が次元で変化し（３２）、追加の次元で追加の変
動ももたらされる（３４）。他の実施形態においては、光ビームの強度が次元で変化（３
２）するか、もしくは、追加の次元で追加の変動がもたらされる（３４）。例えば、光ビ
ームの強度は、次元で変化（３２）しないが、追加の次元で各ストライプの固有の特性を
含むように追加の次元で追加の変動がもたらされる（３４）。各ストライプが追加の次元
における追加の変動とは異なるシグネチャを含むとき、各ストライプの固有のシグネチャ
から深さマップを直接提供することができる。従って、光パターンの各ストライプに一意
の表記を与えることで、体積内の物体の深さを正確に決定することが可能となる。光パタ
ーンの各ストライプに表記を一意的に分配する一例は、図１５に関連して以下でさらに説
明する。
【００４３】
　あるいは、光ビームの強度は方向で変化する（３２）が、追加の次元で追加の変動は光
ビームにもたらされない（３４）。例えば、異なるストライプに対して強度の周期が適用
されることで方向の強度が変化する（３２）。しかしながら、追加の次元に追加の変動を
与える（３４）ことなく光ビームの強度を次元で変化させる（３２）ことにより、複数の
周期でストライプの強度が得られ、各ストライプを、絶対的指標ではなく、ストライプを
含む強度の周期に対して指標化することが可能となる。図５Ｃの例に示されるように、比
較的少数のストライプが関心物体に投影されるときに、ストライプの強度が２値周期を用
いて変化（３２）する場合にはストライプを指標化することが困難である。
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【００４４】
　別の実施形態では、光ビームの強度が方向で変化し（３２）、追加の次元における追加
の変動も光ビームにもたらされる（３４）。例えば、異なるストライプに対して強度の周
期が適用されることで方向の強度が変化する（３２）一方、ストライプの表記が追加の方
向においてシフトされる。強度変動および表記シフトは周期的とすることができ、異なる
周期を有することにより、少なくともより大きな周期の精度に対して、各ストライプの固
有の識別が可能となる。指標化の周期が十分でなく、各ストライプの完全な指標化が妨げ
られる場合、物体のセグメント化が、関心物体内のストライプの考慮を限定するために使
用される。以下でさらに説明するように、ストライプのピーク強度を異なるストライプの
強度と比較することによって、さらなる精度を得ることができる。
【００４５】
　このように、図８に関連して上述した方法は、光ビームの強度が或る方向に変化すると
ともに、追加の方向にも追加的に変化する光パターンを生成する。図４に関連して上述し
た方法は、光ビームの強度を方向に変化させて光パターンの各ストライプの指標化を可能
とするために、種々の実施形態において使用することができる。
【００４６】
　図９は、光パターンから関心物体の３次元深さマップを得る方法の実施形態のフローチ
ャートである。いくつかの実施形態では、この方法は、図９に関して説明するものに対し
て追加のステップを含んでもよい。また、いくつかの実施形態では、本方法は、図９に関
して説明する順序とは異なる順序で実行されてもよい。
【００４７】
　カメラなどの光センサは、体積からの光を検出する（３８）。いくつかの実施形態では
、複数のカメラまたは光センサが、体積からの光を検出する（３８）。あるいは、単一の
カメラまたは光センサが、体積からの光を検出する（３８）。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、体積内の物体から関心物体を識別するために、検出光を含む
画像がセグメント化される（４０）。関心物体を識別するためにセグメント化（４０）す
ることにより、関心物体の他の部分に対して深さが得られる相対的な指標化が可能になる
。いくつかの実施形態では、光パターンの異なるストライプ間の強度の変動を使用するこ
とにより、各ストライプを、強度周期のうちの１つの特定の成分として識別する（４２）
。しかしながら、光パターンのストライプ間の強度の変動はストライプの一意の識別を可
能にしないので、個々のストライプの識別を可能にする相対的指標とともに異なるストラ
イプに含まれる表記（例えば、各ストライプの絶対的指標）を使用して各ストライプが識
別される（４４）。例えば、各ストライプの絶対的指標は異なるストライプの表記の強度
に基づく。
【００４９】
　ストライプの絶対的指標により、体積からの検出光の画像において各ストライプの実際
の位置から深さを決定することが可能となる。深さ情報は表記の間隔に基づいて決定（４
６）されるか、またはストライプ位置に基づいて深さ情報をより正確に決定するために、
ストライプの強度とストライプ内の表記のピーク輝度との強度分配に基づいて深さ情報が
決定される（４６）。体積内の種々の点（例えば、関心物体の種々の点）における深さ情
報に基づいて体積の深さマップが決定される（４８）ことにより、体積内の関心物体（例
えば、手）の３次元移動を追跡することが可能となる。従って、深さマップを使用して体
積内のジェスチャを認識することができる。例えば、深さマップを使用して部分的に認識
されるジェスチャは、コンピュータまたは仮想現実システムなどの装置とインターフェー
スするためのコマンドに対応する。
【００５０】
　図１０は、投影用の光パターンを生成するための例示的な一連の構成要素の概念図であ
る。説明を目的として、図１０は、構成要素を側面図で示している。レーザアレイなどの
光源５０は、光ビームをコリメートするコリメータ５２に光ビームを提供する。コリメー
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トされた光ビームは、回折光学素子または任意の他の適切な光学素子とすることができる
光学素子５４に向けられることにより、コリメートされた光ビーム内にストライプが生成
される。光は、光学素子５４から追加の光学素子５６に導かれる。この追加の光学素子５
６も、回折素子または任意の他の適切な光学素子とすることができる。追加の光学素子５
６は、ストライプ上にガウス強度のピークを重ね合わせる。種々の実施形態では、追加の
光学素子５６が光学素子５４に対してわずかにオフセットされることにより、強度のピー
クが、異なるストライプにおいて異なる位置で生成される。従って、追加の光学素子５４
は、図１３に関連して以下でさらに説明するように、異なるストライプ上で表記を周期的
にシフトすることができる。デュプリケータ５８は、光学素子５４と追加の光学素子５６
とによって生成されたパターンを繰り返す。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、光源５０は、異なる強度を生成するように個々に制御可能な
レーザ列を含む。上述したように、ストライプの強度は、光源５０からの距離が増加する
につれて減少する（すなわち、光源５０からの距離をｚとした場合、強度は１／ｚに比例
する）。しかしながら、ストライプ内のピーク強度は、光源５０からの距離が増加したと
きに一定であるので、ストライプのピーク強度とストライプ強度の平均強度との比により
、ストライプの深さを推定することができる。
【００５２】
　コリメータ５２、光学素子５４、および追加の光学素子５６は、種々の実施形態におい
て、図１０に示された順序と異なる順序であってもよい。例えば、コリメータ５０の出力
が最初に追加の光学素子５４に向けられてガウス強度のピークをもたらし、追加の光学素
子５４の出力が光学素子５２に向けられてストライプを生成する。また、いくつかの実施
形態では、個別の構成ではなく、コリメータ５２、光学素子５４、および追加の光学素子
５６の組み合わせを含む構成要素を使用してもよい。
【００５３】
　図１１は、光パターンを生成するための構成要素の別の構成である。説明を目的として
、図１１は、構成要素の上面図を示す。図１１の例では、素子６０は、マルチエミッタ光
源と、マルチエミッタ光源からの光のストライプを生成するように構成された光学素子と
を含む。コリメータ６２は素子６０の後ろに配置され、コリメータ６２からのコリメート
光は追加の光学素子５６に向けられる。この追加の光学素子５６は、上述したように素子
６０によって生成されたストライプ上にガウス強度のピークを重畳する。種々の実施形態
において、これらの光学素子は、組み合わせでもよいし、分離されていてもよいし、また
は互いに異なる順序を有していてもよい。
【００５４】
　図１２は、光パターンのストライプの特徴に追加された例示的な表記の概念図である。
図１２に示された光パターンは、図１０および図１１に関連して上述したように構成され
た構成要素を介して生成することができる。説明を目的として、図１２は、手１８に投影
された光パターンを示す。光パターンは複数のストライプ１９を含み、各ストライプ１９
は、離間した複数の表記２０を含む。図１２の例では、これらの表記２０は規則的に配置
されており、互いに光パターンを生成する光学素子の角度ずれによって生じ得る表記２０
の間における一定のずれを有する。例えば、表記２０は、分布の中心にピーク強度を有す
るガウス強度分布である。他の実施形態では、表記２０は不規則的に離間される。
【００５５】
　図１２に関して説明した光パターンを使用して、光パターンに不連続性がある場所とし
て手１８のエッジが識別される。セグメント化、または物体の輪郭の検知は、光パターン
の不連続性を識別することに基づいており、２０１０年９月１９日に出願された米国特許
出願第１３／４９７，５８９号に詳細に記載され、その全体が参照によって本明細書内に
組み込まれる。
【００５６】
　深さは光パターンの個々のストライプの位置を決定することによって得られ、個々のス
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トライプの位置を決定し、それに基づいて深さを得ることにより、物体の３次元形状のモ
ニタリングが可能となる。光パターンの異なるストライプから深さを決定することにより
、物体の１つ以上のジェスチャを識別するための物体の動きの識別を可能にする深さマッ
プの生成が可能となる。例えば、物体の表面が湾曲する位置ではストライプ１９も湾曲し
ているように見える。また、物体の表面が後退する位置ではストライプ１９は消失点に向
かう傾向がある。ストライプ１９のこれらの挙動により、個々のストライプ１９を識別す
ることによって深さマップの生成が可能となる。図１２に示されるように、各ストライプ
１９上の表記２０が他のストライプ１９に対してわずかにずれていると、個々のストライ
プ１９を表記２０から識別することができ、消失点へと向かう個々のストライプ１９のず
れから異なる位置の深さを決定することが可能となる。相対的な深さマップは、物体をセ
グメント化することによって生成することができ、絶対的な深さは、光パターンと物体と
を含む画像内の各ラインを指標化することによって各ストライプの深さから生成すること
ができる。より詳細には、光パターンは或る次元において各々延びる複数のストライプ１
９を含み、異なるストライプ１９は追加の次元において異なる強度を有する。ストライプ
１９の強度は、ストライプ１９に重ね合わせることが可能な、ストライプ１９に沿った均
一なピーク強度の分布に基づいて変化してもよい。ストライプ１９のピーク強度は、スト
ライプ１９に表記２０を与えるガウス強度分布のピークであってもよく、これにより各ス
トライプに沿って表記が与えられる。
【００５７】
　図１２における手１８などの体積内の物体の位置を特定するために、体積の１つまたは
複数の画像のセグメント化が実行されることにより関心物体が識別される。上述したよう
に、関心物体内の相対的な深さを得ることができる。一実施形態では、さらなる深さ計算
が表記２０間の距離に基づいて得られる。追加の深さ計算は、ストライプ１９の局所的な
強度値と、ストライプ１９内における表記２０の局所的な測定ピーク強度との比に基づい
て決定することができる。さらなる深さ計算は、ストライプ１９間の距離に基づくもので
あってもよい。
【００５８】
　ストライプ１９の強度変動およびストライプ１９内の表記２０のピーク強度は、各々、
光源からの距離に基づく強度変化の固有の関数を有する。ストライプ１９の強度は、スト
ライプ１９を含む光パターンの光源からの距離が増加するにつれて直線的に低下するが、
ストライプ１９内の各表記２０の測定ピーク強度は一定のままである。カメラなどのセン
サに光パターンを反射する物体との距離は、表記２０を含むストライプ１９の強度と表記
２０のピーク強度との比から抽出することができる。ストライプ１９の絶対的な反射強度
は、ストライプ１９を反射する物体の表面に依存するが、ストライプ内の表記２０のピー
ク強度とストライプ１９の強度との比は概して保たれ得る。
【００５９】
　光源から距離を様々伝播する複数の位相関数は、光源からの距離に応じて変化する複数
の強度関数を引き起こし、光源からの異なる距離の範囲にわたって異なる強度比を生成す
る。上述した実施形態は、ストライプの特徴を生成する関数と、ストライプに沿ってガウ
ス強度ピークを生成する追加の関数とを含む。一般に、物体での反射光の強度は、反射光
が球状に広がってセンサに戻されるとき、物体から光を放出する光源までの距離をｚとす
ると、１／ｚ２の割合で減少する。しかしながら、ストライプの特徴は単一の軸でコリメ
ートされ、また、センサ内の各画素の物理的範囲は角度付けされるため、コリメートされ
たストライプはセンサ上のより少ない画素によって見られ、ストライプの輝度を増加させ
る。従って、ストライプの強度は、物体からストライプを放出する光源までの距離をｚと
すると、ｚ／ｚ２すなわち１／ｚの割合で減少する。
【００６０】
　回折光学素子を使用して、ストライプに沿った強度ピークを生成する追加の関数を個別
の位相関数を使用して生成することで、強度ピークが、放射状にコリメートされたガウス
分布を含むようにすることができる。放射状コリメートにより、物体と光源との間の距離
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全体にわたってガウス分布をサンプリングする多数の画素が、水平軸および垂直軸の両方
で低減され、その結果、ｚ２／ｚ２（ｚは物体からストライプを放出する物体までの距離
）の強度ピーク位置における強度が一定となる。強度ピークを含むストライプの全体強度
に対する各強度ピークの強度比は、ストライプの全体強度が１／ｚ（ｚは物体からストラ
イプを放出する光源までの距離）の係数に従って変化するため、ストライプを反射する物
体とストライプを放出する光源との距離が変化するにつれて変化するが、強度ピークは一
定のままである。
【００６１】
　図１３において、手７０は、水平座標、垂直座標、および深さ座標で示されている。手
が光源の位置に対して垂直にまたは相対的に移動すると、手７０のエッジは、手に投影さ
れた光パターンのいくつかのストライプに沿ってまたはいくつかのストライプを横切って
移動する。光パターンはビーム源７２によって伝播され、カメラ７４または他のセンサで
受光される。図１３では、画像７６は、光パターンのストライプを示し、他の画像７８は
、後続ラインに沿った表記のずれの例を示す。カメラ７４は、手の水平移動および垂直移
動に追従し、ストライプと表記との間の距離およびストライプ内の表記のピーク強度とス
トリップの強度との強度比は変化しないままである。
【００６２】
　図１４Ａは、光パターンにおける表記８０の移動に基づいて深さ情報を取得する概念図
である。例えば、手７０と手７０によって反射された光パターンの光を撮像するセンサと
の間の距離によって、図１４Ａに矢印によって示されるように、表記８０の位置がシフト
する。手７０がセンサから遠ざかる場合、表記８０は光パターンのストライプの消失点に
向かってシフトする。しかしながら、手７０がセンサに近づく場合、表記８０は光パター
ンのストライプの消失点から離れるようにシフトする。あるいは、図１４Ｂに示されるよ
うに、手７０が静止したまま、センサまたは光パターンを放射する光源が手７０に対して
別の場所に変位すると、表記８０がシフトし得る。例えば、図１４Ｂの例では、手７０が
静止したままで光源７２がカメラ７４に対して軸７５に沿って別の場所に変位することに
より、図１４Ａに示されるような表記８０のシフトが生じる。
【００６３】
　図１５は、ストライプ８１の表記８２の不規則な分布を示す概念図である。図１５の例
では、ストライプ８１の一端に近い表記８２は広く離間しており、そのストライプ８１の
端からの距離が増加するにつれて表記８２間の間隔が減少する。
【００６４】
　図１６は、光パターンの隣接ストリップにおける輝度レベルの変化の一例の概念図であ
る。いくつかの実施形態において、図１６に示された例は、ライン生成器と、その後続に
位置し、特定のストライプ上で動作し他のストライプ上では動作しない増幅器とによって
生成される。ライン生成器は、均等に分布するとともに均一な強度を有するストライプ９
０，９２，９４，９６を生成する。続いて、増幅器素子は、ライン９４を増幅強度９８に
増幅する。これによりライン９４はストライプ９０，９２，９６に対して増幅強度を有す
るものとなり、固有のシグネチャを有するストライプのパターンをもたらす。
【００６５】
　［概要］
　上述した実施形態の説明は、例示を目的として提示されるものであり、包括的であるこ
とまたは開示された正確な形態に特許権を限定することを意図するものではない。当業者
であれば、上記の開示内容をもとに、多くの変更および変形が可能である。
【００６６】
　この説明のいくつかの部分は、情報に関する操作のアルゴリズムおよび記号表現に関す
る実施形態を説明する。これらのアルゴリズム記述や表現は、データ処理技術の当業者に
よって一般的に使用され、その作業の実体を当業者に効果的に伝えるためのものである。
これらの動作は、機能的に、計算的に、または論理的に記載されているが、コンピュータ
プログラムまたは同等の電気回路、マイクロコードなどによって実現される。さらに、こ
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れた動作およびそれらに関連するモジュールは、ソフトウェア、ファームウェア、ハード
ウェア、またはそれらの任意の組み合わせで具体化されてもよい。
【００６７】
　本明細書に記載のステップ、動作、または処理のいずれかは、単独で、または他の装置
との組み合わせによって、１つ以上のハードウェアまたはソフトウェアモジュールで実行
または実装することができる。一実施形態では、ソフトウェアモジュールは、記述された
ステップ、動作、または処理のいずれかまたはすべてを実行するコンピュータプロセッサ
によって実行可能なコンピュータプログラムコードを含むコンピュータ可読媒体を備える
コンピュータプログラム製品で具現化される。
【００６８】
　また、実施形態は、本明細書の動作を実行するための装置に関連し得る。この装置は、
必要な目的のために特別に構成することができ、および／またはコンピュータに記憶され
たコンピュータプログラムによって選択的に起動または再構成された汎用演算装置を含み
得る。このようなコンピュータプログラムは、非一時的な有形のコンピュータ可読記憶媒
体、または電子命令を記憶するのに適しておりコンピュータシステムバスに接続され得る
任意の種類の媒体に記憶され得る。さらには、本明細書で説明される任意の演算システム
は、単一のプロセッサを含むことができ、または演算能力を高めるために複数のプロセッ
サ設計を採用するアーキテクチャであってもよい。
【００６９】
　また、実施形態は、本明細書で説明される演算プロセスによって生成される製品に関連
し得る。そのような製品は、非一時的な有形のコンピュータ可読記憶媒体に情報が記憶さ
れる演算処理から得られる情報を含むことができ、本明細書で説明されるコンピュータプ
ログラム製品または他のデータ組み合わせの任意の実施形態を含むことができる。
【００７０】
　本明細書で使用される用語は、主として読みやすさおよび教授目的のために選択されて
おり、特許権を描写または制限するために選択されていない場合がある。従って、本発明
の範囲は、詳細な説明によって限定されるものではなく、本明細書に基づく出願の任意の
請求項によって限定されることが意図される。従って、実施形態の開示内容は、特許請求
の範囲に記載された特許権の範囲を例示するものであって、これに限定されるものではな
い。
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